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岡山県神社庁庁長
笹 井　和 男

神
宮
式
年
遷
宮
へ
向
け
て

理
解
と
協
力
を

年
頭
の
ご
挨
拶

　
平
成
二
十
三
年
の
新
春
を
迎
え
、
皆

様
方
の
御
健
勝
を
お
祈
り
し
、
新
年
の

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
全
国
民
が
総
氏
神
と
仰
ぐ
、
伊
勢
の

神
宮
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
式
年
遷
宮

に
向
け
諸
行
事
も
着
々
と
進
み
宇
治
橋

を
始
め
各
橋
の
架
け
替
え
工
事
も
全
て

終
わ
り
、
い
よ
い
よ
御
神
殿
本
体
工
事

に
着
手
さ
れ
る
時
期
と
な
り
、
こ
れ
か

ら
は
目
に
見
え
る
工
事
が
目
前
に
現
れ

て
く
る
事
と
思
い
ま
す
。

　
私
共
も
、
式
年
遷
宮
募
財
活
動
に
つ

き
ま
し
て
は
、
各
支
部
に
お
い
て
進
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
に
感
謝
申
し
上

げ
、
目
標
額
に
向
か
っ
て
県
内
の
神
社

関
係
者
の
皆
様
に
更
に
深
く
遷
宮
に
つ

い
て
御
理
解
を
い
た
だ
き
、
奉
賛
の
誠

を
捧
げ
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
れ
ば
、

何
卒
宜
し
く
御
尽
力
、
御
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
神
社
庁
の
諸
事
業
は
皆
様
方
の
御
協

力
に
よ
り
、
着
実
に
推
進
し
て
お
り
ま

す
が
、
今
後
に
向
け
て
の
県
内
の
支
部

の
あ
り
方
等
に
つ
き
ま
し
て
も
検
討
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
任
期
中
に
結
論
が
出
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
の
御
協
力
、

御
助
言
を
賜
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
本
年
も
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て
佳
き

年
で
あ
り
ま
す
様
に
心
か
ら
祈
念
を
申

し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度
決
算
を
承
認

 

（
平
成
二
十
二
年
臨
時
協
議
員
会
）

議
案
第
一
号
﹃
平
成
二
十
一
年
度
岡
山
県
神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
﹄

議
案
第
二
号
﹃
平
成
二
十
一
年
度
岡
山
県
神
社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算
﹄

議
案
第
三
号
﹃
平
成
二
十
一
年
度
岡
山
県
神
社
庁
事
業
会
計
決
算
﹄

議
案
第
四
号
﹃
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録
﹄

右
記
四
議
案
は
一
括
上
程
さ
れ
、
次
の
質
疑
が
行
わ
れ
、
議
案
は
全
て
全
会
一
致
で
可
決
さ

れ
た
。

（
問
）�

歳
入
の
内
、
神
宮
大
麻
の
初
穂
料
が
占
め
る
割
合
が
非
常
に
大
き
く
、
神
社
庁
の
歳

入
の
将
来
を
見
据
え
て
対
処
の
方
策
を
説
明
下
さ
い
。

（
答
）�

将
来
的
に
、
神
宮
大
麻
の
大
幅
な
増
頒
布
、
負
担
金
の
増
額
を
す
る
事
は
、
非
常
に

困
難
で
あ
る
。
神
社
庁
業
務
の
改
革
、
事
務
経
費
の
削
減
、
支
部
の
再
編
等
で
そ
の

課
題
を
克
服
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
案
第
五
号
﹃
平
成
二
十
二
年
度
岡
山
県
神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
﹄

（
問
）�

図
書
印
刷
費
で
西
川
家
か
ら
の
図
書
の
寄
贈
は
約
五
千
冊
の
内
、
六
六
三
冊
と
い
う

事
で
あ
る
が
、
千
冊
程
度
に
増
や
せ
な
い
か
。
ま
た
、
神
職
が
実
際
に
閲
覧
で
き
る

の
は
い
つ
頃
の
予
定
か
。

（
答
）�

寄
贈
図
書
は
現
物
を
見
て
確
認
し
て
、
神
道
に
関
係
の
深
い
万
葉
集
、
歴
史
、
記
紀
、

民
俗
、
神
道
関
係
の
も
の
を
選
ん
だ
。
実
際
の
寄
贈
は
、
こ
の
協
議
員
会
の
承
認
後

具
体
的
な
方
策
を
検
討
す
る
。

議
案
第
六
号
﹃
岡
山
県
神
社
庁
弔
慰
規
程
の
改
正
案
﹄

弔
慰
規
程
の
全
面
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
主
な
要
点
は
次
の
通
り
。

神
職
の
家
族
が
死
亡
し
た
時
に
は
、
神
社
庁
役
員
は
葬
儀
に
参
列
し
な
い
。

葬
儀
後
の
死
亡
報
告
は
行
わ
な
い
。

神
職
の
葬
儀
で
神
社
神
道
以
外
の
場
合
は
弔
慰
の
対
応
は
し
な
い
。

十
一
月
十
六
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
臨
時

協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

開
式
行
事
、
庁
長
挨
拶
の
後
、
任
期
満
了
に
よ
る
議
長
、
副
議
長
の
改
選
が
行
わ
れ
、

満
場
一
致
で
議
長
に
伏
見
正
氏
、
副
議
長
に
春
名
明
氏
が
選
任
さ
れ
た
。

伏
見
議
長
が
登
壇
し
、
挨
拶
の
後
、
議
事
が
審
議
さ
れ
た
。
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平成21年度
岡 山 県 神 社 庁

一般会計歳入歳出決算書
（平成21年7月1日〜平成22年6月30日）

歳入総額� 140,517,620円
歳出総額� 117,123,295円
差引残高� 23,394,325円

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予算額 決算額 差異

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 1,220,000 1,158,800 61,200
１　�本 庁 幣 620,000 625,800 △5,800
２　�神 饌 及 初 穂 料 600,000 533,000 67,000

Ⅱ　�財 産 収 入 30,000 33,436 △3,436
Ⅲ　�負 担 金 36,920,000 36,888,130 31,870
１　�神 社 負 担 金 25,844,000 25,827,320 16,680
２　�神 職 負 担 金 9,230,000 9,217,760 12,240
３　�支 部 負 担 金 1,846,000 1,843,050 2,950

Ⅳ　�交 付 金 67,380,000 67,443,600 △63,600
１　�本 庁 交 付 金 1,500,000 1,517,600 △17,600
２　�神宮神徳宣揚費交付金 65,600,000 65,600,000 0
３　�本 庁 補 助 金 280,000 326,000 △46,000

Ⅴ　�寄 付 金 3,000,000 3,055,000 △55,000
１　�神 社 特 別 寄 贈 金 3,000,000 3,055,000 △55,000

Ⅵ　�諸 収 入 1,480,000 4,014,198
△2,534,198
(△1,534,198)

１　�表 彰 金 50,000 50,000 0
２　�預 金 利 子 30,000 12,596 17,404

３　�申 請 料・ 任 命 料
1,000,000

3,592,000
△2,592,000

（2,000,000） （△1,592,000）
４　�雑 収 入 400,000 359,602 40,398

Ⅶ　�繰 入 金 4,110,000 4,110,000 0

当 期 歳 入 合 計
114,140,000

116,703,164
△2,563,164

(115,140,000) (△1,563,164)

前 期 繰 越 金
17,000,000

23,814,456
△6,814,456

(23,814,456) (0)

歳 入 合 計
131,140,000

140,517,620
△9,377,620

(138,954,456) (△1,563,164)

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予算額 決算額 差異

Ⅰ　�幣 帛 料 2,760,000 2,677,500 82,500
１　�本 庁 幣 2,260,000 2,247,500 12,500
２　�神 社 庁 幣 500,000 430,000 70,000

Ⅱ　�神 事 費 400,000 177,845 222,155

Ⅲ　�事 務 局 費
37,615,000

34,030,826
3,584,174

(38,115,000) (4,084,174)

１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費
1,100,000

1,270,570
△170,570

（1,600,000） （329,430）
（１�各� 種� 表� 彰� 費） 600,000 473,120 126,880

（２�慶� 弔� 費）
500,000

797,450
△297,450

（1,000,000） （202,550）
２　�会 議 費 350,000 130,701 219,299
３　�役 員 関 係 費 1,500,000 1,500,000 0
（１�役� 員� 報� 酬） 1,280,000 1,280,000 0
（２�視� 察� 研� 修� 費） 100,000 100,000 0
（３�地 区 会 議 関 係 費） 120,000 120,000 0
４　�給料及び福利厚生費 24,200,000 22,409,511 1,790,489

科　　　　　目 予算額 決算額 差異
（１�給� 料） 12,900,000 12,720,000 180,000
（２�諸� 手� 当） 8,200,000 6,332,413 1,867,587
（３�各� 種� 保� 険� 料） 3,000,000 3,166,894 △166,894
（４�職� 員� 厚� 生� 費） 100,000 190,204 △90,204
５　�庁 費 5,370,000 4,571,026 798,974
（１�備� 品� 費） 300,000 298,719 1,281
（２�図� 書� 印� 刷� 費） 650,000 453,632 196,368
（３�消� 耗� 品� 費） 1,350,000 1,175,382 174,618
（４�水� 道� 光� 熱� 費） 1,200,000 1,161,471 38,529
（５�通� 信� 運� 搬� 費） 1,000,000 1,047,290 △47,290
（６�雑� 費） 870,000 434,532 435,468
６　�交 際 費 1,200,000 1,014,780 185,220
７　�旅 費 2,765,000 2,653,712 111,288
８　�維 持 管 理 費 1,130,000 480,526 649,474

Ⅳ　�指 導 奨 励 費 14,205,000 12,013,294 2,191,706
１　�教 化 事 業 費 6,430,000 5,295,535 1,134,465
（１�教� 化� 費） 910,000 727,180 182,820
（２�広� 報� 費） 2,000,000 1,505,541 494,459
（３�事� 業� 費） 1,060,000 957,566 102,434
（４�神� 宮� 奉� 賛� 費） 1,860,000 1,521,272 338,728
（５�育� 成� 費） 600,000 583,976 16,024
２　�神 社 庁 研 修 所 費 3,180,000 2,290,013 889,987
（１�研� 修� 費） 2,580,000 1,780,013 799,987
（２�研� 修� 奨� 励� 費） 600,000 510,000 90,000
３　�祭 祀 研 究 費 1,085,000 1,113,336 △28,336
４　�各 種 補 助 金 3,510,000 3,314,410 195,590
（１�神 政 連 関 係 費） 150,000 150,000 0
（２�神 青 協 補 助 金） 550,000 550,000 0
（３�氏 青 協 補 助 金） 100,000 100,000 0
（４�県 教 神 協 補 助 金） 100,000 100,000 0
（５�女 子神職会補助金） 200,000 200,000 0
（６�県 敬 婦 連 補 助 金） 130,000 130,000 0
（７�神 楽 部 補 助 金） 100,000 100,000 0
（８�作 州 神 楽 補 助 金） 30,000 30,000 0
（９�支部長懇話会補助金） 250,000 250,000 0
（10�教 誨 師 関 係 費） 500,000 304,410 195,590
（11�地 区 大 会 援 助 金） 1,400,000 1,400,000 0

Ⅴ　�各 種 積 立 金 4,660,000 4,660,000 0
１　�職員退職給与積立金 1,000,000 1,000,000 0
２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0
３　�次期式年遷宮準備金 3,000,000 3,000,000 0
４　�災 害 見 舞 金 積 立 金 500,000 500,000 0

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 486,006 113,994
Ⅶ　�負 担 金 22,605,450 22,046,556 558,894
１　�本庁災害慰謝負担金 60,450 60,450 0
２　�本 庁 負 担 金 6,045,000 6,045,000 0
３　�本 庁 特 別 納 付 金 13,550,000 13,331,216 218,784
４　�支 部 負 担 金 報 奨 費 2,950,000 2,609,890 340,110

Ⅷ　�渉 外 費 815,000 658,600 156,400
１　�友 好 団 体 関 係 費 580,000 462,800 117,200
２　�時 局 対 策 費 100,000 99,250 750
３　�同 和 対 策 費 135,000 96,550 38,450

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 34,270,000 34,270,000 0
Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 6,600,000 6,102,668 497,332
１　�頒 布 事 務 費 1,000,000 641,129 358,871
２　�頒 布 事 業 奨 励 費 5,600,000 5,461,539 138,461

Ⅺ　�予 備 費
6,609,550

0
6,609,550

(13,924,006) (13,924,006)

当 期 歳 出 合 計
131,140,000

117,123,295
14,016,705

(138,954,456) (21,831,161)
次 期 繰 越 金 0 23,394,325 △23,394,325

歳 出 合 計
131,140,000

140,517,620
△9,377,620

(138,954,456) (△1,563,164)

注１　差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△で表示する。
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で
構
わ
な
い
か
ら
、
そ
の
年
に
行
な
っ

た
行
事
と
か
、
家
相
や
厄
年
に
つ
い
て

の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
記
載
し
て
、
お

宮
の
便
り
を
配
っ
て
は
ど
う
だ
？
」と
、

ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。
宮
司
に
就
任

し
た
ば
か
り
で
神
社
の
奉
仕
が
精
一
杯

で
し
た
が
、
神
社
の
行
事
な
ど
を
発
信

す
る
こ
と
で
氏
子
と
の
繋
が
り
を
密
に

す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
と
考
え
、
社

報
を
発
刊
す
る
事
と
致
し
ま
し
た
。

　

社
報
の
名
前
は
、
子
供
か
ら
お
年
寄

り
ま
で
誰
が
見
て
も
神
社
か
ら
の
「
便

り
」
と
す
ぐ
分
か
る
よ
う
に
「
お
宮
だ

よ
り
」
と
致
し
ま
し
た
。
さ
て
、
発
刊

す
る
事
に
な
っ
た
の
は
良
い
け
れ
ど
、

何
分
に
も
初
め
て
の
事
で
、
何
を
ど
う

す
れ
ば
良
い
の
か
製
作
の
手
順
が
分
か

ら
ず
、悩
ま
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
以
前
見
せ
て
頂
い
た
鶴
﨑

神
社
の
社
報
を
思
い
出
し
、
宮
司
さ
ん

に
相
談
す
る
事
に
致
し
ま
し
た
。
宮
司

さ
ん
は
、「
そ
り
ゃ
あ
、
え
え
こ
と
を

思
い
つ
い
た
な
あ
。」
と
快
く
引
き
受

け
て
下
さ
り
、
社
報
発
刊
が
現
実
味
を

帯
び
て
き
ま
し
た
。

　

幸
運
な
事
に
手
元
に
は
パ
ソ
コ
ン
が

あ
り
、
文
章
を
作
成
す
る
事
は
で
き
ま

す
。
宮
司
さ
ん
指
導
の
も
と
社
報
作
成

の
「
い
ろ
は
」
を
順
を
追
っ
て
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

⑴�

体
裁
。
ど
の
よ
う
な
サ
イ
ズ
に
す
る

の
か
。
一
枚
も
の
か
、二
つ
折
り
か
。

カ
ラ
ー
か
モ
ノ
ク
ロ
か
。

⑵�

文
字
。
高
齢
者
で
も
読
め
る
サ
イ
ズ

は
？
書
体
は
？

⑶�

写
真
。
写
真
が
入
れ
ば
説
明
力
が
格

段
に
上
が
る
。
表
紙
の
写
真
は
特
に

大
き
く
。

⑷�

記
事
。
見
出
し
を
工
夫
し
て
、
簡
潔

に
分
か
り
易
く
。
文
字
数
は
あ
ま
り

気
に
し
な
い
。
後
で
、
写
真
の
サ
イ

ズ
で
調
整
で
き
る
。

　

他
の
社
報
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
毎

年
続
け
て
行
く
事
も
考
慮
し
、
色
々
と

考
え
た
末
に
、「
お
宮
だ
よ
り
」
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

Ｂ
４
縦
書
き
を
両
面
印
刷
し
二
つ
折

り
に
し
た
四
ペ
ー
ジ
の
見
開
き
。
文
字

は
十
一
ポ
イ
ン
ト
。
印
刷
費
用
を
考
慮

し
て
、
モ
ノ
ク
ロ
出
力
。
写
真
は
デ
ジ

カ
メ
を
使
用
。

　

第
一
号
は
、
宮
司
の
挨
拶
。
そ
の
年

総
代
さ
ん
と
参
拝
し
た
「
伊
勢
神
宮
参

拝
旅
行
」
顛
末
記
。「
三
年
塞
が
り
」

に
つ
い
て
調
べ
た
神
道
豆
知
識
。
氏
子

の
方
か
ら
の
寄
贈
品
な
ど
を
写
真
と
共

に
記
事
に
し
ま
し
た
。
我
な
が
ら
思
っ

て
い
た
以
上
の
出
来
栄
え
に
思
わ
ず
ニ

ヤ
リ
。

　

当
社
の
氏
子
数
は
約
百
五
十
戸
で
す

の
で
、
印
刷
会
社
に
お
願
い
す
る
程
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ソ
コ
ン
か
ら
直
接

コ
ピ
ー
機
で
出
力
し
ま
す
。
宮
司
さ
ん

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
原
稿
を
コ
ピ
ー
す
る

　

平
成
十
七
年
に
父
か
ら
香
々
美
北
神

社
（
苫
田
郡
鏡
野
町
真
経
）
の
宮
司
を

引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
幸
い
総
代
長
を
始

め
総
代
の
皆
さ
ん
と
は
以
前
か
ら
面
識

も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
大
変
歓
迎
し
て

頂
き
ま
し
た
。

　

翌
年
の
あ
る
日
の
こ
と
、
総
代
長
か

ら
「
氏
子
の
み
な
さ
ん
へ
簡
単
な
も
の

社
報
を
作
ろ
う

香
々
美
北
神
社
　
宮
司
　
林　
　
　

浩　

平（実際の紙面は神社庁ＨＰからダウンロードできます。）



平成 23 年１月１日岡 山 県 神 社 庁 庁 報（5）� 第 110 号

と
写
真
の
画
質
が
低
下
す
る
の
で
、
必

ず
パ
ソ
コ
ン
か
ら
出
力
し
な
い
と
ダ
メ

と
の
事
で
す
。

　

製
作
を
重
ね
る
毎
に
、
段
々
と
要
領

も
分
か
っ
て
来
ま
し
た
。
原
稿
は
後
か

ら
で
も
書
け
ま
す
が
、
写
真
は
そ
う
は

い
か
な
い
の
で
、
一
年
間
を
通
し
て
行

事
な
ど
の
写
真
を
こ
ま
め
に
撮
っ
て
置

き
ま
す
。

　

発
刊
は
年
に
一
回
で
、
十
二
月
第
一

日
曜
日
の
新
嘗
祭
執
行
時
に
総
代
さ
ん

に
お
札
と
共
に
渡
し
、
年
末
ま
で
に
氏

子
さ
ん
に
配
っ
て
頂
き
ま
す
。

　

紆
余
曲
折
を
辿
り
な
が
ら
も
「
お
宮

だ
よ
り
」
は
今
回
で
第
五
号
ま
で
発
刊

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
四
季
の
祭

り
や
お
日
待
ち
、
甘
酒
祭
り
等
で
氏

子
の
皆
さ
ん
と
会
っ
た
時
に
、「
宮
司

さ
ん
、
お
宮
だ
よ
り
読
ん
で
い
ま
す
。」

と
か
「
大
切
に
残
し
て
、
祭
事
の
参
考

に
し
て
い
ま
す
。」
な
ど
の
声
を
か
け

て
頂
け
る
よ
う
に
な
り
、
少
し
は
役
に

立
っ
て
い
る
事
を
嬉
し
く
思
い
、
こ

れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
続
け
て
行
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
に
鎮
座
す
る

箆へ
ら

取と
り

神
社
（
岡
部
典
雄
宮
司
）
で
は
、

地
元
の
崇
敬
者
等
の
手
に
よ
っ
て
「
押

し
絵
」
と
い
う
技
法
を
つ
か
っ
た
絵
馬

の
奉
納
が
平
成
十
八
年
か
ら
行
わ
れ
て

お
り
、
今
回
で
五
回
目
と
な
る
。

　

題
材
は
次
年
度
の
干
支
で
、
図
柄
の

構
想
か
ら
作
製
ま
で
約
半
年
を
か
け
、

『
さ
く
ら
会
』（
矢
部
千
津
子
代
表
）
八

名
で
と
り
く
ん
で
い
る
。

　

こ
と
の
発
端
は
、
あ
る
日
、
宮
司
夫

人
が
、
近
所
の
手
芸
仲
間
︱
そ
れ
が
後

の
『
さ
く
ら
会
』
代
表
の
矢
部
千
津
子

氏
で
あ
る
が
︱
の
家
を
訪
れ
た
と
き
、

も
っ
と
箆
取
神
社
を
盛
り
立
て
よ
う
と

の
思
い
で
意
気
投
合
し
、
か
つ
て
絵
馬

殿
に
押
し
絵
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
た
夫
人
が
、「
こ

れ
だ
！
」
と
ひ
ら
め
い
た
と
い
う
。

　

そ
の
時
に
矢
部
代
表
の
家
で
手
芸
に

勤
し
ん
で
い
た
仲
良
し
グ
ル
ー
プ
が
そ

の
ま
ま
『
さ
く
ら
会
』
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

メ
ン
バ
ー
は
六
月
ご
ろ
か
ら
毎
週
一

回
、
神
社
参
集
殿
に
集
ま
り
製
作
に
と

り
か
か
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得

意
分
野
を
生
か
し
て
と
て
も
ス
ム
ー
ズ

に
製
作
が
進
む
と
か
。

　

そ
の
「
押
し
絵
絵
馬
」
は
、縦
約
一
・

五
メ
ー
ト
ル
、
横
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル

で
、
ま
ず
構
図
を
も
と
に
ベ
ニ
ヤ
板
で

型
を
作
り
、
そ
こ
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
な

ど
で
使
用
す
る
ア
ク
リ
ル
綿
を
の
せ
て

縮
緬
布
で
く
る
み
、
絵
馬
型
の
土
台
の

板
に
ボ
ン
ド
で
貼
り
付
け
る
も
の
で
あ

る
。

　

構
図
に
つ
い
て
は
、

絵
馬
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
を
皆
で
日
頃
か
ら
探

し
て
お
き
、
よ
い
も
の

が
あ
っ
て
も
商
標
登
録

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

る
た
め
、
そ
の
ま
ま
流

用
し
な
い
よ
う
注
意
し

て
い
る
と
い
う
。
一
点

作
り
終
え
て
も
、
す
ぐ

に
次
年
度
用
の
構
図
を

無
意
識
に
考
え
て
し
ま

う
と
い
う
か
ら
、
そ
の

決
意
の
程
が
う
か
が
え

る
。

　

図
の
背
景
は
、
倉
敷

芸
術
大
学
芸
術
学
部
美

術
工
芸
学
科
を
卒
業

し
た
二
十
代
の
女
性
が
担
当
し
、
ア
ク

リ
ル
絵
の
具
を
調
合
し
て
微
妙
な
色
を

つ
く
り
、
そ
れ
を
丹
念
に
幾
重
に
も
塗

り
重
ね
る
と
い
う
本
格
的
な
も
の
で
あ

る
。

　

会
員
は
、
二
十
代
、
五
十
代
、
六
十

代
と
幅
広
く
、
先
の
二
十
代
の
若
き
メ

ン
バ
ー
に
大
ベ
テ
ラ
ン
が
「
年
上
が
多

い
こ
の
会
に
、
よ
く
来
て
く
れ
る
ね
」

と
言
え
ば
、「
い
い
え
私
も
楽
し
い
し
、

皆
さ
ん
が
よ
く
し
て
下
さ
る
の
で
」
と

返
し
、
一
同
拍
手
喝
采
！
う
む
、
抜
群

の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ア
神
職
の
奮
闘
記

箆
取
神
社
の

「
奉
納 

干
支
押
し
絵

絵
馬
づ
く
り
」

　
　
　
　
　
教
化
委
員
会
広
報
部
会

�

　
馬
屋
原
真
理
子

完成した干支押し絵絵馬
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継
続
の
秘
訣
は
と
の
問
い
に
も
、「
と

に
か
く
楽
し
い
か
ら
続
け
ま
す
」
と
い

う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
今
ま
で
一
度

も
諍

い
さ
か
い
も
な
く
、
和
気
あ
い
あ
い
と
活

動
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
そ

れ
だ
け
の
篤
い
想
い
が
メ
ン
バ
ー
に
あ

る
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

会
の
目
標
と
し
て
は
、「
必
ず
十
二

支
全
て
の
干
支
を
奉
納
す
る
こ
と
」
で

あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
が
達
成
で
き
た

と
き
の
自
分
達
の
年
齢
を
数
え
、「
そ

れ
ま
で
生
き
て
い
ら
れ
る
か
し
ら
」「
私

は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
大

丈
夫
よ
」
な
ど
と
談
笑
が
始
ま
る
と
い

う
、
と
に
か
く
明
る
い
メ
ン
バ
ー
達
で

あ
っ
た
。

　

余
談
に
な
る
が
、
か
つ
て
岡
部
宮
司

が
「
お
田
植
え
祭
」
を
し
た
い
と
考
え
、

ま
ず
は
小
さ
な
ト
ロ
舟
か
ら
と
数
本
の

稲
を
植
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
目

に
し
た
あ
る
総
代
が
実
際
の
田
を
借
り

る
段
取
り
を
し
て
く
れ
、
現
在
で
は

念
願
で
あ
っ
た
「
お
田
植
え
祭
」
か
ら

「
抜
穂
祭
」、
そ
し
て
そ
の
藁
を
使
っ
て

の
注
連
縄
作
り
と
い
う
一
連
の
祭
礼
行

事
が
執
り
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。

　

こ
れ
ら
の
祭
礼
や
各
種
崇
敬
活
動

も
、
こ
の
『
さ
く
ら
会
』
は
揃
い
の
ピ

ン
ク
の
法
被
に
身
を
包
み
、
楽
し
く
参

加
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

岡
部
宮
司
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
ン

バ
ー
の
賑
や
か
な
や
り
取
り
に
目
を
細

め
な
が
ら
、「
会
員
の
皆
さ
ん
に
は
本

当
に
感
謝
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
神

様
の
お
蔭
を
戴
か
れ
て
元
気
で
頑
張
っ

て
も
ら
い
た
い
」
と
話
し
て
い
た
。

　

こ
の
箆
取
神
社
の
「
奉
納　

干
支
押

し
絵
絵
馬
づ
く
り
」の
取
材
を
通
し
て
、

神
社
へ
の
想
い
が
人
の
心
を
繋
ぎ
、
ま

た
神
社
を
想
う
気
持
ち
そ
の
も
の
が
人

に
力
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
感
じ
さ
せ

ら
れ
た
。

　

取
材
当
時
、『
さ
く
ら
会
』
が
作
製

中
で
あ
っ
た
の
は
、
平
成
二
十
三
年
度

の
干
支
で
あ
る
「
卯
」。
十
二
月
に
奉

納
式
を
控
え
た
絵
馬
の
中
で
、
月
夜
の

晩
に
ス
ス
キ
が
原
で
餅
つ
き
を
す
る
二

羽
の
ウ
サ
ギ
が
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
て
見
え

た
。

第十七回 こ
だ
わ
り
の
社

春日神社
（美作市粟井中）

　

美
作
市
粟
井
中
に
鎮
座
す
る
春
日
神

社
（
粟
井
睦
夫
宮
司
）
で
は
、
築
後
二

七
〇
年
を
経
て
老
朽
が
激
し
く
、
平
成

二
十
五
年
に
ご
鎮
座
一
千
年
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
記
念
事
業

と
し
て
社
殿
の
改
築
を
行
う
事
と

な
っ
た
。

　

平
成
十
三
年
か
ら
十
五
年
ま
で

を
準
備
期
間
と
し
、
こ
の
間
に
事

業
規
模
、
募
金
総
額
、
募
金
趣
意

書
作
成
、
奉
賛
会
組
織
の
イ
メ
ー

ジ
化
、
そ
の
他
の
諸
準
備
を
完
了

さ
せ
、
平
成
十
六
年
に
は
、
八
个

大
字
（
氏
子
約
四
〇
〇
戸
）
の
区

長
・
宮
総
代
に
よ
る
総
勢
十
九
名

の
奉
賛
会
設
立
に
漕
ぎ
つ
け
た
。

　

各
大
字
毎
の
年
末
総
会
に
出
向

い
て
は
、
全
氏
子
に
趣
旨
説
明
・

窮
状
の
訴
え
と
お
願
い
を
行
っ

た
。
奉
賛
会
の
下
に
建
設
総
務
・
募
金
・

保
存
・
行
事
・
記
念
誌
編
纂
の
五
つ
の

部
会
を
設
置
。
そ
れ
ぞ
れ
役
割
分
担
を

定
め
、
各
部
会
で
審
議
し
た
事
案
を
全

体
会
議
で
決
定
す
る
と
い
う
開
示
さ
れ

た
組
織
と
し
た
こ
と
も
成
功
し
た
要
因

で
あ
っ
た
。

　

会
議
は
各
部
会
ま
で
含
め
て
四
十
数

回
に
及
び
白
熱
し
た
議
論
を
重
ね
て

行
っ
た
。

　

当
初
は
御
社
殿
そ
の
他
、
必
要
最
小

限
と
の
考
え
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ

た
が
、
や
り
始
め
て
見
る
と
、
次
々
に

新
旧
の
差
が
目
に
つ
い
て
結
局
、
大
事

業
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

本
殿
は
春
日
造
一
間
社
銅
板
葺
き完成した社殿外観
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（
十
三･

三
六
㎡
）
と
本
殿
の
琵
琶
板
と

柱
は
洗
い
を
か
け
、
向
拝
柱
は
新
し
く

欅
を
使
用
し
た
。

　

拝
殿
は
入
母
屋
造
平
入
銅
板
葺
き

（
六
十
四
・
〇
㎡
）
の
再
建
、随
神
門
（
銅

板
葺
き
十
一･
二
二
㎡
）・
手
水
舎
（
銅

板
葺
き
三
・
四
八
㎡
）
の
再
建
、
石
鳥

居
・
石
段
・
石
垣
等
の
再
建
改
修
、
参

道
拡
幅
改
良
を
行
っ
た
。

　

建
築
様
式
は
本
格
的
な
神
社
建
築
を

守
る
た
め
専
門
業
者
で
あ
る
新
東
住
建

工
業
株
式
会
社
に
設
計
施
工
を
依
頼
し

た
。

　

社
殿
正
面
の
龍
の
下
魚
を
は
じ
め
と

す
る
彫
刻
は
、
社
寺
建
築
の
研
究
家
か

ら
「
近
郷
に
無
い
た
ぐ
い
稀
な
る
一
級

品
で
あ
る
」
と
絶
賛
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
重
要
文
化
財
同
様
の

保
存
修
復
方
法
と
し
た
。
彫
刻
を
は
じ

め
建
物
の
原
型
を
忠
実
に
復
元
す
る
た

め
慎
重
に
解
体
し
、
元
気
な
材
は
洗
い

に
か
け
繕
い
を
施
し
た
上
で
組
込
ん
で

貰
っ
た
。
社
殿
の
土
台
は
栗
の
赤
身
、

柱
・
丸
桁
・
舟ふ

な

肘ひ
じ

木き

は
良
質
の
内
地
産

檜
、構
造
材
化
粧
材
も
何
れ
も
良
質
材
、

内
地
産
に
拘
り
一
年
以
上
自
然
乾
燥
し

た
材
を
使
用
し
た
。

　

木
材
は
伐
採
時
期
を
考
慮
し
て
、
活

動
時
期
を
は
ず
し
た
（
十
月
～
一
月
末

伐
採
）
樹
木
を
使
用
し
て
い
る
。
構
造

材
は
積
雪
が
あ
る
の
で
通
常
よ
り
一
割

増
し
の
大
き
な
木
を
使
用
し
た
。
屋
根

の
勾
配
、
屋
だ
る
み
は
、
縄
だ
る
み
曲

線
で
自
然
な
曲
線
が
出
せ
る
よ
う
原
寸

図
を
作
成
し
、
軒
ぞ
り
は
伝
統
的
な
工

法
を
使
い
、
茅か
や

負お
い

、
裏う

ら

甲ご
う

、
軒
付
け

に
隅
増
し
を
も
う
け
、
線
を
美
し
く
出

し
た
。
ま
た
、
通
常
六
寸
の
角
柱
と
す

る
と
こ
ろ
、
建
物
の
重
量
を
受
け
る
要

と
な
る
柱
を
八
寸
の
丸
柱
と
し
た
。
天

井
は
猿さ

る

頬ぼ
う

面
仕
上
げ
の
格ご

う

天
井
と
し
、

天
井
板
は
内
地
産
の
杉
板
で
仕
上
げ

た
。�

こ
の
よ
う
な
建
築
方
法
を
取
り

入
れ
新
築
物
と
の
違
和
感
も
な
く
、
歴

史
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

御
社
殿
屋
根
の
銅
板
は
定
尺
物
（
三

六
〇
×
一
二
〇
〇
）
を
普
通
は
四
枚
に

裁
断
す
る
と
こ
ろ
を
七
枚
に
裁
断
し
て

叩
き
強
度
を
持
た
せ
た
。
ま
た
軒
付
三

段
の
と
こ
ろ
を
五
段
と
し
て
、
美
観
を

保
持
し
た
格
調
高
い
も
の
と
な
っ
た
。

屋
根
の
四
隅
の
丸
み
を
帯
び
た
箕み

の

甲こ
う

部

は
銅
板
を
二
重
三
重
と
し
、
谷
部
は
雨

漏
り
防
止
の
た
め
三
重
・
四
重
に
重
ね

た
構
造
と
し
て
い
る
。

　

従
前
は
幣
殿
か
ら
大
床
ま
で
の
高
低

差
が
大
き
く
て
不
便
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
水
平
だ
っ
た
吊
殿
を
ゆ
っ
た
り
目

で
段
板
を
広
く
と
り
、
濱は

ま

床ゆ
か

ま
で
を
六

段
に
し
て
高
さ
の
影
響
を
吸
収
し
た
。

ま
た
西
か
ら
の
強
風
に
よ
り
雨
、
雪
の

吹
き
込
み
が
激
し
く
そ
の
防
止
目
的

で
、
透
明
ア
ク
リ
ル
壁
を
設
置
し
た
こ

と
。
旧
鳥
居
の
「
春
日
大
明
神
」
の
木

製
扁
額
は
天
保
十
四
年
（
西
暦
一
八
四

三
年
）
明
石
藩
主
松
平
斎と
き

宜よ
し

公
の
染
筆

に
な
る
物
。
そ
こ
で
新
し
い
鳥
居
に
は

書
体
を
複
製
し
て
石
額
と
し
懸
額
し
、

原
物
は
修
復
し
て
拝
殿
正
面
に
懸
額
し

た
。

　

旧
参
道
は
急
勾
配
・
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー

ブ
の
上
に
巾
員
狭
少
。
大
型
機
械
に

よ
る
材
料
搬
入
が
出
来
ず
、
工
事
費

が
高
額
と
な
る
こ
と
か
ら
道
路
の
建
設

が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
思
い
切
っ

て
拝
殿
ま
で
車
両
が
入
れ
る
よ
う
に
し

た
。
境
内
か
ら
拝
殿
ま
で
は
高
低
差
約

二
メ
ー
ト
ル
。
石
段
で
し
か
上
が
れ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
を
福
祉
高
齢
者
向
け
と

し
て
石
段
以
外
に
車
椅
子
が
上
れ
る
バ

リ
ア
フ
リ
ー
道
路
と
し
て
残
し
コ
ン
ク

リ
ー
ト
舗
装
し
た
と
こ
ろ
階
段
の
上
り

下
り
の
不
自
由
な
方
や
、
予
想
以
上
に

多
く
の
人
に
喜
ん
で
頂
け
た
。
手
押
し

車
で
の
荷
物
運
び
、
ま
た
こ
の
度
の
支

部
大
麻
頒
布
始
祭
で
の
宅
配
便
発
着

等
、
荷
物
の
集
配
に
大
変
に
便
利
に

な
っ
た
。

　

経
済
情
勢
の
極
め
て
厳
し
い
中
で
本

当
に
よ
く
出
来
た
も
の
だ
と
思
う
こ
と

し
き
り
で
あ
る
。
奉
賛
会
も
回
を
重
ね

る
毎
に
気
運
が
上
昇
し
、「
宮
司
が
あ

れ
ほ
ど
本
気
を
出
す
ん
だ
か
ら
」
と
奉

賛
会
を
中
心
に
次
第
に
氏
子
に
浸
透
。

「
悪
い
事
」
や
、「
問
題
」
は
全
て
宮
司
、

「
う
ま
く
行
っ
た
事
」
は
全
て
氏
子
さ

ん
・
奉
賛
会
の
お
陰
と
の
ス
タ
イ
ル
を

貫
い
て
き
た
こ
と
が
、
大
き
な
事
業
が

出
来
た
要
因
で
あ
る
。

　

残
事
業
と
し
て
は
境
内
神
社
の
改

築
、
芳
名
碑
、
樹
齢
一
千
年
の
ご
神
木

の
風
倒
木
防
止
工
事
、
記
念
誌
編
纂
等

で
あ
る
。

　

三
年
先
と
な
っ
た
平
成
二
十
五
年
の

創
立
一
千
年
記
念
奉
祝
祭
に
向
け
、
石

垣
・
灯
篭
・
懸
額
の
補
修
。
さ
ら
に
、

後
醍
醐
天
皇
お
休
み
石
や
旧
石
鳥
居
の

基
礎
部
に
使
用
さ
れ
て
い
た
一
千
年
前

創
建
当
時
の
物
と
思
わ
れ
る
「
石
沓
」

等
。
こ
れ
ら
の
出
土
品
や
今
回
多
く
の

棟
札
・
額
そ
の
他
の
整
理
解
読
調
査
か

ら
新
た
に
判
明
し
た
史
実
、故
事
来
歴
、

由
緒
に
つ
い
て
の
説
明
看
板
等
を
、
時

間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
楽
し
み
な
が
ら

整
備
を
進
め
て
行
き
た
い
。

拝殿内部から幣殿を望む
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岡
山
県
神
社
庁
で
は
毎
年
恒

例
と
な
っ
て
い
る
「
こ
ど
も
伊

勢
ま
い
り
」
が
教
化
委
員
会
育

成
部
会
主
催
に
て
八
月
二
十
四

日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
の
二
泊

三
日
に
て
行
わ
れ
た
。
ス
タ
ッ

フ
七
名
の
引
率
に
よ
り
小
中
学

生
三
十
四
名
の
参
加
で
あ
っ

た
。

　

初
日
、
バ
ス
一
台
に
て
出
発

し
、
三
重
県
へ
と
向
か
う
。
長

い
車
中
の
時
間
も
ス
タ
ッ
フ
や

添
乗
員
の
ク
イ
ズ
や
ビ
ン
ゴ

ゲ
ー
ム
に
子
ど
も
達
は
大
は

し
ゃ
ぎ
。
最
初
の
参
拝
の
二
見

興
玉
神
社
に
着
く
こ
ろ
に
は
多

く
の
子
供
達
が
友
達
に
な
っ
て

い
た
。
そ
ん
な
元
気
の
よ
い
子

供
達
も
、
二
見
興
玉
神
社
の
拝

殿
で
の
正
式
参
拝
で
は
、
皆
静

か
に
凛
と
し
た
表
情
で
参
列

し
、
厳
か
な
神
事
と
舞
に
背
筋

を
伸
ば
し
て
い
た
。

　

参
拝
後
は
境
内
を
散
策
し
、

バ
ス
に
て
移
動
、
宿
泊
の
神

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

�

教
化
委
員
会
育
成
部
会
　
河　

本　

昌　

樹

宮
会
館
に
到
着
し
た
。
夕
食
を
頂
く
前

に
食
事
の
感
謝
に
つ
い
て
の
説
明
を
受

け
、
子
供
達
は
手
を
合
わ
せ
て
感
謝
の

言
葉
を
唱
和
し
た
。

　

二
日
目
は
早
朝
に
ま
ず
外
宮
を
参
拝

し
、
一
旦
神
宮
会
館
に
戻
り
朝
食
を

と
っ
て
内
宮
の
参
拝
に
向
か
っ
た
。
内

宮
で
は
参
拝
の
前
に
内
宮
施
設
内
に
て

雅
楽
教
室
と
火ひ

鑚き

り
の
実
技
体
験
に
参

加
し
、
子
供
達
は
普
段
聞
く
こ
と
の
な

い
雅
楽
の
楽
器
の
音
や
、
そ
れ
ら
の
楽

器
に
実
際
に
触
れ
音
を
鳴
ら
し
、
舞
楽

装
束
を
身
に
つ
け
た
り
し
て
、
珍
し
さ

に
興
味
津
津
の
様
子
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
神
宮
で
は
大
昔
か
ら
毎
日

行
っ
て
い
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
火
鑚
り

の
実
技
に
そ
の
難
し
さ
を
学
び
な
が
ら

も
、
何
度
も
挑
戦
し
器
用
で
あ
ろ
う
と

不
器
用
で
あ
ろ
う
と
其
々
諦
め
る
こ
と

な
く
火
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
の
後
、
手
水
に
て
手
を
清
め
、
御

神
楽
奉
納
に
参
列
し
、
御
垣
内
で
の
参

拝
を
行
っ
た
。
外
宮
内
宮
共
に
と
て
も

爽
や
か
な
朝
に
、
日
の
光
が
木
々
の
間

か
ら
差
し
込
む
雄
大
な
境
内
と
、
ど
っ

し
り
と
大
き
く
美
し
い
御
社
殿
、
自
分

達
を
包
む
厳
か
な
空
気
の
中
に
、
子
供

達
は
平
素
に
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
は
し
ゃ
ぐ
こ
と
な
く

静
か
に
参
道
を
歩
い
た
。

　

内
宮
参
拝
後
は
、
お
か
げ
横
丁
に
て

お
土
産
を
買
い
、
午
後
は
安
土
桃
山
文

化
村
を
楽
し
ん
だ
。
子
供
達
は
午
前
の

参
拝
と
打
っ
て
変
わ
り
は
し
ゃ
ぎ
ま

わ
っ
た
。

　

三
日
目
は
春
日
大
社
に
参
拝
、
職
員

の
神
職
さ
ん
に
説
明
と
案
内
を
頂
い

た
。
説
明
に
は
神
社
の
由
来
だ
け
で
な

く
、
こ
の
地
方
で
は
鹿
が
人
間
と
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
歴
史

も
教
え
て
頂
い
た
。
参
拝
後
、
子
供
達

は
鹿
に
餌
を
与
え
た
り
逃
げ
回
っ
た
り

し
て
、
鹿
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
奈
良

の
公
園
を
楽
し
ん
だ
。
こ
れ
に
て
伊
勢

ま
い
り
の
行
程
は
全
て
終
了
し
、
バ
ス

は
岡
山
県
に
帰
っ
た
。
子
供
達
は
無
事

帰
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
な
く
、
多

く
の
思
い
出
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

　

個
性
を
尊
重
す
る
現
代
の
教
育
・
風

外宮板垣門前での記念撮影

轆轤鑽（ろくろひきり）体験
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潮
の
中
で
、
我
々
大
人
が
子
供
達
を
育

む
べ
き
方
向
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
現

状
、
我
が
国
の
美
し
い
文
化
・
風
習
を

子
供
達
に
体
験
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
間

の
道
徳
観
を
説
く
以
前
に
自
分
の
国
に

対
す
る
意
識
を
鮮
烈
に
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

漠
然
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
国
や
共

同
体
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
他
人
に
対

す
る
思
い
や
り
や
共
同
体
の
中
に
属
す

る
自
分
、
ま
た
は
自
分
の
役
割
を
考
え

る
材
と
な
り
、
本
来
大
人
達
が
育
む
べ

き
子
供
た
ち
の
精
神
の
成
長
へ
繋
が
っ

て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
学
校
や
テ
レ

ビ
だ
け
で
は
目
先
の
人
間
と
の
関
係
や

流
行
等
限
ら
れ
た
情
報
の
中
で
限
ら
れ

た
価
値
感
や
倫
理
観
の
み
を
学
ぶ
に
と

ど
ま
り
、
多
感
な
子
供
達
の
年
齢
に
良

い
も
の
を
体
験
す
る
し
な
い
は
、
の
ち

の
人
格
形
成
に
も
大
き
く
影
響
す
る
。

　

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
の
行
程
と
し

て
、
神
社
の
し
き
た
り
や
由
緒
、
神
事

や
祝
詞
神
楽
等
を
子
供
達
に
見
て
体
験

し
て
も
ら
っ
た
が
、
こ
の
歴
史
深
き
真

意
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
と
は
と
て
も

思
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
国

に
て
古
よ
り
変
わ
る
こ
と
な
く
続
け
ら

れ
守
ら
れ
て
い
る
信
仰
や
神
事
、
社
殿

や
森
、
町
の
人
々
の
生
き
方
等
を
自
分

の
目
で
見
て
体
で
感
じ
と
る
、
こ
れ
ら

の
体
験
は
記
憶
に
深
く
刻
ま
れ
た
こ
と

と
思
う
。
や
が
て
子
供
達
が
成
長
し
、

諸
外
国
の
文
化
に
触
れ
た
時
、
或
い
は

社
会
人
と
な
っ
て
国
の
在
り
方
を
思
う

時
、
神
様
や
ご
先
祖
様
に
感
謝
し
、
自

然
と
と
も
に
生
き
又
自
然
に
生
か
さ
れ

て
い
る
日
本
の
文
化
風
習
の
美
し
さ
を

思
い
返
す
に
、
子
供
の
頃
の
こ
の
伊

勢
ま
い
り
の
体
験
が
役
立
つ
こ
と
を
願

う
。

　

中
国
五
県
持
ち
回
り
に
よ
る
神
社
庁

教
化
会
議
は
、
今
回
、
岡
山
県
の
当
番

と
な
り
、
岡
部
典
雄
教
化
委
員
長
就
任

後
間
な
し
の
開
催
と
な
っ
た
が
、
当
県

教
化
委
員
会
の
役
員
全
員
出
席
に
よ
り

九
月
十
四
日
十
五
日
の
両
日
に
亘
り
開

催
さ
れ
た
。

　

笹
井
庁
長
が
挨
拶
の
後
、
各
県
の
教

化
担
当
者
か
ら
次
の
活
動
報
告
が
な
さ

れ
た
。

　
「
国
旗
掲
揚
塔
設
置
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
県
内
神
社
で
実
施
」「
大
麻

頒
布
活
動
に
関
し
、
モ
デ
ル
支
部
と
他

支
部
と
の
対
比
」「
教
化
委
員
研
修
会

の
開
催
」「
日
本
神
話
の
普
及
促
進
事

業
」「
伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭
参
列
者

増
員
施
策
」「
神
社
と
地
域
社
会
と
の

連
帯
を
深
め
地
域
教
育
の
推
進
」「
皇

室
敬
慕
の
念
の
喚
起
、醸
成
活
動
」「
神

職
意
見
交
換
会
」「
神
道
講
演
会
の
開

催
」「
神
宮
大
麻
街
頭
啓
発
活
動
」「
青

少
年
対
策
研
修
」「
教
育
勅
語
の
精
神

の
啓
発
及
び
普
及
」「
古
神
札
の
お
取

り
扱
い
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
対
応
策
」

「
神
話
の
ふ
る
さ
と『
島
根
』推
進
事
業
」

「
こ
ど
も
伊
勢
参
り
」「
年
末
の
Ｔ
Ｖ
に

よ
る
Ｐ
Ｒ
」「
神
社
庁
報
編
集
」「
神
社

庁
Ｈ
Ｐ
」
そ
の
他
各
県
の
独
特
な
取
り

組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
旨
報
告
が
な
さ

れ
随
時
出
席
者
か
ら
、
質
問
、
提
案
等

が
出
て
参
加
者
の
知
識
が
広
ま
っ
た
。

　

休
憩
後
、
事
前
提
案
の
あ
っ
た
三
項

目
の
協
議
に
入
っ
た
。

一�

、『
古
神
札
の
お
取
り
扱
い
』
を
め

ぐ
る
諸
問
題

　

�　

提
案
県
で
あ
る
『
島
根
県
』
か
ら

提
案
説
明
が
な
さ
れ
、
古
神
札
の
お

炊
き
上
げ
が
出
来
に
く
い
状
況
に
成

り
つ
つ
あ
り
、「
古
神
札
」
が
一
般

ご
み
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
事
例
な

ど
、
現
代
社
会
の
問
題
点
に
つ
い
て

二
、
神
話
書
籍
の
普
及
に
つ
い
て

　

�　

提
案
県
の
『
鳥
取
県
』
か
ら
提
案

説
明
が
な
さ
れ
、
教
育
基
本
法
の
改

定
に
伴
い
、
小
学
校
で
日
本
神
話
を

学
ぶ
機
会
が
作
ら
れ
た
が
、
巷
で
は

日
本
神
話
の
本
を
探
す
事
が
難
し
い

状
況
に
有
り
、
鳥
取
県
下
支
部
に
お

各
県
か
ら
提
案
を
持
ち
寄
り

�

中
国
地
区
教
化
会
議
開
催

鶴﨑神社で研修を終えた参加者
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い
て
は
、
図
書
館
及
び
小
学
校
に
日

本
神
話
の
本
を
贈
り
普
及
に
努
め
て

い
る
事
に
つ
い
て

三�
、
都
市
部
に
お
け
る
神
社
運
営
に
つ

い
て

　

�　

提
案
県
で
あ
る
『
岡
山
県
』
か
ら

提
案
説
明
が
な
さ
れ
、
都
市
部
に
お

い
て
境
内
の
近
く
に
高
層
ビ
ル
が
林

立
す
る
事
に
よ
る
氏
子
変
化
や
境
内

の
神
木
の
木
の
葉
の
処
理
等

　

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
出
席
者

か
ら
他
県
で
の
取
り
組
み
方
な
ど
体
験

談
、
先
達
の
話
し
等
熱
の
籠
も
っ
た
話

し
合
い
が
持
た
れ
、
環
境
問
題
に
関
わ

る
事
項
な
ど
、
予
定
時
間
を
過
ぎ
て
の

議
論
と
な
っ
た
。

　

二
日
目
は
、
前
日
の
問
題
協
議
に
お

い
て
議
題
に
上
っ
た
「
都
市
部
に
お
け

る
神
社
運
営
」を
行
う
石
門
別
神
社（
岡

山
市
）
に
正
式
参
拝
、
高
須
謙
二
宮
司

か
ら
都
市
部
に
於
け
る
神
社
運
営
の
厳

し
さ
に
つ
い
て
の
現
状
を
拝
聴
し
た
。

境
内
の
落
ち
葉
の
処
理
な
ど
環
境
問
題

を
考
え
る
場
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
昨
年
造
営
さ
れ
た
鶴
﨑
神

社
（
早
島
町
）
を
正
式
参
拝
。
太
田
浩

司
宮
司
か
ら
、
教
化
活
動
の
紹
介
と
造

営
の
経
緯
を
拝
聴
し
た
。
今
回
の
教
化

会
議
は
、
盛
り
沢
山
な
問
題
協
議
を

行
っ
た
の
で
、
会
議
報
告
書
を
各
県
に

送
付
す
る
事
と
し
た
。

　

十
月
十
五
日
・
十
六
日
、
豊
受
大
神

宮
（
外
宮
）
の
神か

ん

嘗な
め

祭さ
い

に
一
般
神
職
奉

仕
者
と
し
て
奉
仕
し
た
。
神
宮
で
は
、

五
大
祭
（
二
月
の
祈
年
祭
・
六
月
の
月

次
祭
・
十
月
の
神
嘗
祭
・
十
一
月
の
新

嘗
祭
・
十
二
の
月
次
祭
）
に
の
み
各
都

道
府
県
か
ら
一
名
ず
つ
の
奉
仕
者
を
認

め
て
お
り
、
今
年
の
外
宮
の
神
嘗
祭
に

は
、
岡
山
・
広
島
・
山
口
・
香
川
か
ら

四
名
が
奉
仕
し
た
。

一
、
神
嘗
祭
に
つ
い
て

　

神
嘗
祭
は
、
十
月
十
五
日
か
ら
十
日

間
を
か
け
て
両
宮
（
内
宮
・
外
宮
）
を

は
じ
め
百
二
十
五
社
す
べ
て
で
祭
典
が

行
わ
れ
、
新
穀
が
無
事
に
収
穫
さ
れ
た

こ
と
を
感
謝
す
る
神
宮
の
一
年
で
一
番

重
要
な
祭
り
で
、「
嘗な

め
る
」
と
は
召

し
上
が
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
又
、
神

宮
で
は
、
祭
典
に
使
う
敷
物
や
器
な
ど

を
神
嘗
祭
の
度
に
新
調
し
、こ
の
祭
は
、

神
饌
を
奉
り
祈
る
大
御
饌
祭
と
、
天
皇

陛
下
に
代
わ
り
勅
使
が
参
向
す
る
奉
幣

の
儀
が
行
わ
れ
る
。

二
、
参さ
ん

籠ろ
う

　

祭
典
は
、
十
五
日
の
午
後
十
時
か
ら

始
め
ら
れ
る
が
、
前
日
の
十
四
日
に
斎

館
に
入
り
参
籠
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
体

を
洗
っ
た
後
、
き
れ
い
な
水
を
か
ぶ
っ

て
潔け

っ

斎さ
い

を
し
心
身
を
清
め
、
決
め
ら
れ

た
室
内
に
籠こ

も

る
。
こ
れ
を
祭
り
の
終
了

ま
で
朝
・
夕
と
厠

か
わ
や

（
ト
イ
レ
）
に
行
っ

た
後
に
行
う
。

三
、
参
進

　

午
後
四
時
半
に
夕
食
、
七
時
に
最
後

の
ト
イ
レ
と
潔
斎
を
し
て
、
八
時
に
着

装
、
単

ひ
と
え
と
白
袴
を
付
け
て
待
っ
て
い
る

と
、
装
束
係
り
の
出
仕
が
来
て
斎
服
を

手
際
よ
く
着
け
る
。
九
時
過
ぎ
に
手
水

を
受
け
斎
館
の
前
庭
に
出
て
、
次
々
に

手
水
を
終
え
て
列
立
す
る
神
職
を
待
っ

て
、
最
後
に
少
宮
司
・
大
宮
司
や
祭
主

が
列
立
し
た
後
、
列
を
整
え
太
鼓
の
合

図
で
、
出
仕
が
持
つ
松た

い

明ま
つ

の
光
と
権
禰

宜
の
提
灯
の
光
だ
け
で
、
総
勢
四
十
人

が
祓
所
に
向
か
っ
て
参
進
し
た
。
あ
た

り
に
は
、「
ザ
ッ
ク
・
ザ
ッ
ク
」「
ザ
ッ

ク
・
ザ
ッ
ク
」
と
揃
っ
た
足
音
だ
け
が

神
宮
五
大
祭
奉
仕
体
験
記

�

松
尾
神
社
　
宮
司
　
藤
　
井
　
正
　
勝

暗
闇
の
中
に
鳴
り
響
い
て
い
た
。

四
、
修し

ゅ

祓ば
つ

　

忌い
み

火び

屋や

殿で
ん

前
の
広
場
で
全
員
祓
い
を

受
け
、
御
正
殿
に
向
け
て
再
び
参
進
す

る
。

五
、
由ゆ

貴き

夕
大お

お

御み

饌け

の
儀

　

午
後
十
時
開
始
。
特
に
変
わ
っ
た
事

で
は
、
祝
詞
後し

取ど
り

は
祭
主
に
祝
詞
を
渡

し
、
大
宮
司
は
祭
主
か
ら
祝
詞
を
受
け

て
奏
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
、
全
員
で

「
八
度
拝
」
や
「
拍
手
両
端
」、「
拍
手

一
端
」を
行
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

一
つ
の
篝
火
と
御
正
殿
左
右
下
の

数
灯
の
提
灯
の
明
か
り
だ
け
で
、（
当

日
は
曇
天
で
月
明
か
り
は
な
か
っ

た
）
御
正
殿
の
前
庭
上
（
玉
石
の奉仕者と外宮斎館前にて（左から２番目が筆者）
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上
）
で
座
礼
で
一
時
間
余
り
の
大
祭
を

執
行
。

　

ま
っ
た
く
の
リ
ハ
ー
サ
ル
無
し
で
し

か
も
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
行
う
こ
の
拝

礼
と
拍
手
を
、
四
十
人
の
神
職
が
全

員
揃
っ
て
行
う
と
こ
ろ
は
、
さ
す
が
に

プ
ロ
の
中
の
プ
ロ
だ
と
感
心
し
た
。
初

参
加
の
私
達
四
人
も
負
け
じ
と
頑
張
っ

た
。

六
、
由
貴
大
御
饌
に
つ
い
て

　

神
宮
の
大
祭
で
は
、
午
後
十
時
と
翌

午
前
二
時
の
深
夜
に
二
度
由
貴
の
大
御

饌
が
行
わ
れ
、
鰒

あ
わ
び
を
は
じ
め
と
す
る
三

十
品
目
を
数
え
る
神
饌
を
奉
る
。

七
、
多た

賀が
の

宮み
や

で
の
神
事

　

御
正
殿
で
の
祭
祀
後
、
豊
受
の
大
神

の
荒あ

ら

魂み
た
まが

祀
ら
れ
て
い
る
別
宮
の
多
賀

宮
へ
と
参
進
し
て
、
大
宮
司
を
除
い
た

私
達
四
人
を
含
め
て
十
五
人
位
が
、
小

石
の
上
で
座
礼
に
て
三
十
分
位
の
小
祭

を
執
行
し
た
。
こ
こ
で
も
「
八
度
拝
」

と
「
拍
手
両
端
」
が
、
少
宮
司
の
祝
詞

奏
上
の
後
に
あ
っ
た
。

八
、
斎
館
へ
帰
着

　

多
賀
宮
は
少
し
高
い
所
に
あ
り
、
暗

い
下
り
の
石
段
を
浅あ

さ

沓ぐ
つ

で
降
り
る
の
は

と
て
も
辛
か
っ
た
が
、
再
び
平
ら
な
小

石
の
道
に
な
り
「
ザ
ッ
ク
・
ザ
ッ
ク
」

「
ザ
ッ
ク
・
ザ
ッ
ク
」
と
心
地
よ
く
全

員
で
左
右
の
足
を
揃
え
て
歩
く
こ
と
が

で
き
、
見
物
に
来
て
い
た
夜
間
参
詣
者

も
感
心
し
て
観
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
。（
今
の
時
刻
は
、
午
前
〇

時
過
ぎ
）

九
、
由
貴
朝
大
御
饌
の
儀

　

午
前
二
時
開
始
。
午
前
一
時
に
再
び

斎
服
を
着
け
て
、
手
水
を
受
け
、
斎
館

前
か
ら
列
を
整
え
て
参
進
し
た
。
夜
間

の
参
詣
者
は
止
め
て
あ
っ
た
よ
う
で
、

動
い
て
い
た
の
は
神
宮
の
関
係
者
だ
け

で
あ
っ
た
。「
夕
大
御
饌
」
と
全
く
同

じ
神
事
を
奉
仕
し
て
四
時
に
斎
館
へ
帰

り
、
少
し
休
ん
だ
の
ち
三
時
間
ほ
ど
仮

眠
し
た
。

十
、
奉
幣
の
儀

　

午
後
十
二
時
開
始
。
十
時
に
着
装
を

行
い
、
十
一
時
斎
館
前
庭
に
出
て
、
十

一
時
半
参
進
。途
中
二
の
鳥
居
の
所
で
、

勅
使
が
幣
帛
を
奉
る
、
神
嘗
祭
の
幣
帛

を
は
じ
め
祭
主
以
下
神
職
も
、
榊
と
御

塩
で
祓
い
清
め
て
、
さ
ら
に
列
を
組
ん

で
参
進
し
、
四
丈
殿
内
に
入
り
、
幣
帛

の
読
み
合
わ
せ
を
す
る
神
事
を
執
行
。

　

こ
の
神
事
は
、
一
般
神
職
に
は
め
っ

た
に
見
る
機
会
が
な
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
正
殿
前
に
移
動
し

て
祭
祀
を
執
行
。
正
殿
祭
儀
後
多
賀
宮

に
参
進
し
て
、
祭
儀
を
執
行
し
、
二
時

半
に
斎
館
へ
帰
着
し
た
。
三
時
か
ら
直な

お

　

神
社
本
庁
第
十
二
期
神
社
振
興
対
策

教
化
モ
デ
ル
神
社
に
指
定
さ
れ
て
い
る

井
原
市
の
高た

か

山や
ま

千せ
ん

義ぎ

神
社
（
岡
本
綾
子

宮
司
）
で
は
、
そ
の
事
業
と
し
て
「
雅

楽
鑑
賞
会
」
を
企
画
し
、
平
成
二
十
二

年
十
二
月
二
日
、
井
原
市
立
県

あ
が
た

主ぬ
し

小

学
校
（
谷
本
知
之
校
長
）
体
育
館
に
て
、

小
学
校
四
・
五
・
六
年
生
（
四
十
八
名
）

と
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
地
域
住
民
等
（
約
七
十

名
）
を
対
象
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
。

　

本
鑑
賞
会
は
、
音
楽
の
授
業
の
一
環

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
、
学

校
長
の
挨
拶
の
後
、「
浦
安
の
舞
」
か

ら
始
ま
っ
た
。
楽
曲
演
奏
は
岡
山
県
神

社
庁
祭
祀
委
員
会
雅
楽
部
会
に
よ
る
も

の
で
、
児
童
の
中
に
は
モ
デ
ル
神
社
で

舞
の
奉
納
を
し
て
い
る
女
児
が
数
名
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
観
客
た

ち
は
正
装
束
に
身
を
包
ん
だ
同
委
員
会

祭
祀
舞
部
員
の
優
雅
な
舞
姿
に
、
う
っ

と
り
と
酔
い
し
れ
て
い
た
。

　

次
に
小
学
校
六
年
生
音
楽
の
教
科
書

に
載
っ
て
い
る
管か

ん

絃げ
ん

の
平

ひ
ょ
う

調
じ
ょ
う

音ね

取と
り

・

越え

殿て
ん

楽ら
く

を
鑑
賞
の
後
、
児
童
た
ち
が
直

会ら
い

（
昼
食
を
兼
ね
る
）、
そ
の
後
一
時

間
ほ
ど
の
仮
眠
を
と
る
。

十
一
、
神
嘗
祭
の
御
神か

ぐ
ら楽

　

午
後
六
時
半
か
ら
十
時
ま
で
執
行
。

五
時
に
再
度
斎
服
を
着
け
て
、
神
職
十

人
位
で
参
進
、
途
中
二
の
鳥
居
の
所
で

お
祓
い
を
受
け
、
演
奏
す
る
人
も
神
職

も
内
玉
垣
内
に
あ
る
四
丈
殿
の
小
石
の

上
に
坐
し
て
、
御
神
楽
が
奏
さ
れ
た
。

歌
と
楽
器
で
の
演
奏
（
楽
器
演
奏
は
独

奏
と
合
奏
が
半
々
）
が
ほ
と
ん
ど
で
、

三
時
間
半
の
な
か
に
舞
は
四
曲
ほ
ど

あ
っ
た
。
特
に
、「
人
長
」
と
言
う
人

の
舞
い
な
が
ら
足
で
の
表
現
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。
三
時
間
半
は
、
足
が
痛
く

て
と
て
も
長
か
っ
た
。

十
二
、
終
わ
っ
て

　

途
中
休
憩
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
実

に
二
十
四
時
間
に
も
お
よ
ぶ「
神
嘗
祭
」

は
、
神
宮
の
年
間
千
五
百
回
あ
る
祭
儀

の
中
で
、
最
も
重
要
な
祭
り
で
あ
る
と

い
う
所ゆ

え
ん以

を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
深

閑
と
し
た
闇
の
中
、
た
い
ま
つ
の
光
に

照
ら
さ
れ
る
御
垣
内
の
白
い
玉
石
、
神

に
額
ず
き
感
謝
を
さ
さ
げ
る
神
職
、
太

古
の
心
が
伝
わ
る
儀
式
で
あ
っ
た
。

教
化
モ
デ
ル
神
社
主
催
「
雅
楽
鑑
賞
会
」
行
わ
れ
る

�

祭
祀
委
員
会
雅
楽
部
会
　
馬
屋
原　

真
理
子
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接
、
雅
楽
器
に
触
れ
て
音
を
出
し
て
み

る
「
ふ
れ
あ
い
」
の
時
間
が
設
け
ら
れ

た
。

　

子
供
た
ち
は
楽
器
取
り
扱
い
時
の
説

明
を
受
け
た
後
に
六
つ
の
班
に
分
か

れ
、
三
管
（
笙
・
篳
篥
・
龍
笛
）
三
鼓

（
鞨か

っ
こ鼓
・
太
鼓
・
鉦し

ょ
う
こ鼓
）
の
元
へ
移
動
し
、

時
間
の
経
つ
の
も
忘
れ
夢
中
に
な
っ
て

珍
し
い
楽
器
の
音
出
し
に
取
り
組
ん
で

い
た
。

　

一
般
的
に
音
が
出

に
く
い
と
さ
れ
る
龍
り
ゅ
う

笛て
き

や
篳ひ

ち

篥り
き

も
、
簡
単

に
音
を
出
す
児
童
も

多
数
お
り
、
子
供
達

が
持
っ
て
い
る
「
感

の
良
さ
」
に
驚
か
さ

れ
る
場
面
も
あ
っ

た
。

　

最
後
に
、
舞
楽

「
蘭ら

ん

陵
り
ょ
う

王お
う

」
を
鑑
賞

し
、
色
鮮
や
か
な
装

束
に
身
を
包
ん
だ
舞

人
と
、
自
分
た
ち
が

実
際
に
触
れ
た
楽
器

と
で
織
り
な
す
リ
ズ

ミ
カ
ル
で
力
強
い
舞

楽
を
目
の
当
た
り
に

し
、
児
童
た
ち
は
皆

目
を
輝
か
せ
て
い

た
。

　

こ
の
鑑
賞
会
に
参

加
し
た
六
年
生
の
児
童
は
、「
雅
楽
演

奏
や
舞
を
目
の
前
で
見
た
り
聞
い
た
り

す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
。
今

日
は
家
族
も
来
場
し
て
い
る
。
珍
し

い
雅
楽
器
と
の
ふ
れ
あ
い
も
楽
し
か
っ

た
。」
と
感
想
を
述
べ
て
い
た
。

　

岡お
か
な
お
り

直
廬
（
弘
化
四
年
～
昭
和
八
年
）

は
国
文
祭
で
盛
り
上
が
っ
た
岡
山
の
明

治
・
大
正
期
の
歌
人
の
リ
ー
ダ
ー
で

あ
り
、
学
校
等
で
国
学
の
指
導
に
も
当

た
っ
た
。
岡
山
神
社
の
神
職
の
家
に
生

ま
れ
た
直
廬
が
皇
室
へ
の
思
想
を
窺
わ

せ
る
新
出
資
料
と
し
て
、
直
廬
が
書
い

た
珍
し
い
掛
け
軸
が
発
見
さ
れ
た
。

　

こ
の
掛
け
軸
は
下
部
に
歴
史
画
で
名

高
い
庭
瀬
出
身
の
森も

り

安や
す

石せ
き

象し
ょ
うが

御
所

人
形
を
描
き
、
上
部
に
直
廬
が
「
う

な
い
児
に　

か
し
づ
き
い
つ
く　

雛
君

を 

神
の
こ
こ
ろ
も　

若
が
え
る
か

も
」
と
自
作
の
歌
を
書
き
付
け
て
い

る
。
本
作
は
一
二
四
㎝
×
二
八
㎝
の
絹

本
で
、
倉
敷
市
内
の
古
美
術
商
が
交
換

会
で
入
手
し
て
い
た
。

　

歌
の
左
に
「
大
正
丙
寅
三
月
・
皇
孫

内
親
王
御
初
雛
を
歌
い
て
」
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
大
正

十
四
年
十
二
月
に

誕
生
し
た
昭
和
天

皇
の
第
一
子
で
あ

る
照
宮
さ
ま
（
東

久
邇�

成
子
さ
ま
）

が
初
雛
を
迎
え
た

事
に
つ
い
て
（
幼
な
児
に
か
し
づ
い
て

い
る
、
お
雛
さ
ま
を
見
れ
ば
、
大
正
天

皇
さ
ま
の
ご
気
分
も
晴
れ
や
か
に
な
っ

て
、
お
体
も
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
。）

の
歌
意
で
あ
り
、
数
年
来
病
床
に
あ
る

こ
と
を
憂
い
、
快
復
を
願
う
敬け
い

虔け
ん

な
心

情
か
ら
画
家
に
絵
を
描
か
せ
、
こ
の
掛

け
軸
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

自
身
も
四
十
歳
ま
で
神
職
を
勤
め
、

皇
典
講
究
所
の
委
員
も
歴
任
し
て
い
な

が
ら
、
後
半
生
は
国
学
に
生
き
た
直
廬

だ
が
、
思
索
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
や
は

り
神
道
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
岡
山
神

社
の
久
山
権
禰
宜
さ
ん
は
掛
け
軸
を
前

に
「
国
文
祭
の
年
に
発
見
さ
れ
た
こ
と

に
因
縁
を
感
じ
る
。」
と
喜
び
、「
岡

山
神
社
の
誇
り
で
あ
る
直
廬
に
つ
い
て

こ
の
機
会
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た

い
。」
と
話
さ
れ
た
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
神

― 

岡お
か
な
お
り

直
廬
の
新
出
資
料 

―

寄
稿
記
事�

岡
山
市
北
区
幸
町
　
御　

供　

源
八
郎

岡直廬の掛け軸

ふれあいタイムで楽しそうに太鼓を叩く児童
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第�

一
条　

こ
の
規
程
は
、
岡
山
県
神
社
庁
管
下
の
神
社
に
奉
仕
す
る
神
職
等
（
以
下

弔
慰
対
象
者
と
い
う
。）
の
死
亡
ま
た
は
、
傷
病
に
対
す
る
弔
慰
及
び
見
舞
い
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条　

弔
慰
対
象
者
と
は
次
の
者
を
指
す
。

　

一　

神
職

　

二　

岡
山
県
神
社
総
代
会
役
員
、
岡
山
県
神
社
総
代
会
正
副
会
長
を
退
任
し
た
者

　

三　

神
職
を
退
任
し
た
名
誉
宮
司
、
神
社
庁
役
員
の
職
に
あ
っ
た
者

　

四　

神
職
と
同
居
す
る
父
母
、
子
、
配
偶
者

　

五　

神
社
庁
庁
長
が
弔
慰
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者

第�

三
条　

弔
慰
対
象
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
次
の
弔
慰
を
表
す
。
弔
慰
対
象
者
が
、

複
数
の
役
職
に
該
当
す
る
と
き
は
、
最
上
位
の
役
職
で
対
応
す
る
。

　

一�　

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
該
当
す
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
神
社
庁
役

員
が
葬
儀
に
参
列
し
、
神
社
庁
庁
長
名
を
以
て
玉
串
料
そ
の
他
の
弔
慰
を
表
す
。

　

二�　

前
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
定
め
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
玉
串
料
及
び

弔
電
を
供
す
る
。

２　

前
項
各
号
の
弔
慰
の
対
応
及
び
玉
串
料
の
金
額
は
別
表
に
よ
る
。

３　

葬
儀
後
に
死
亡
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
玉
串
料
の
み
を
供
す
る
。

第�

四
条　

神
社
庁
役
員
、
監
事
、
支
部
長
が
傷
病
に
よ
り
二
十
日
以
上
入
院
し
た
と

き
は
、
見
舞
金
と
し
て
一
〇
、
〇
〇
〇
円
を
呈
す
る
。

第�

五
条　

支
部
長
は
前
二
条
に
定
め
る
弔
慰
及
び
見
舞
い
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、

神
社
庁
庁
長
へ
神
職
等
死
亡
報
告
書
又
は
入
院
報
告
書
を
速
や
か
に
提
出
す
る
。

第�

六
条　

神
社
庁
庁
長
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
の
死
亡
報
告
書
を
受
理
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
神
社
庁
役
員
・
支
部
長
及
び
岡
山
県
神
道
青
年
協
議
会
会
長
及

び
岡
山
県
女
子
神
職
会
会
長
並
び
に
神
社
庁
正
副
庁
長
を
退
任
し
た
者
へ
通
知
す

る
。
但
し
、
葬
儀
後
に
死
亡
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

一　

第
二
条
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
四
号
に
該
当
す
る
者

　

二　

岡
山
県
神
社
総
代
会
の
会
長
・
副
会
長
及
び
会
長
・
副
会
長
を
退
任
し
た
者

第�

七
条　

神
職
が
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
神
社
神
道
以
外
に
よ
る
葬
儀
が
行
わ
れ
た

と
き
は
、
本
規
程
に
定
め
る
弔
慰
の
対
応
は
行
わ
な
い
。
但
し
、
神
職
以
外
の
葬

儀
に
は
、
死
亡
者
の
宗
教
に
よ
り
対
応
す
る
。

　
　
　

附　

則

本
規
程
の
改
正
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
　
表

区
　
　
　
　
　
分

玉
　
串
　
料

弔
慰
対
応

神
社
庁
庁
長

五
〇
、〇
〇
〇
円

真
榊
一
対

神
社
庁
副
庁
長

三
〇
、〇
〇
〇
円

神
社
庁
理
事
・
監
事
・
顧
問
・
参
与
、
二
級
上

以
上
の
神
職
、
神
職
を
退
任
し
た
名
誉
宮
司
・

神
社
庁
役
員
の
職
に
あ
っ
た
者
、
岡
山
県
神
社

総
代
会
会
長
・
副
会
長
及
び
会
長
副
会
長
を
退

任
し
た
者

二
〇
、〇
〇
〇
円

神
社
庁
支
部
長
・
協
議
員
・
指
定
団
体
の
長
、

二
級
の
神
職

一
五
、〇
〇
〇
円

前
記
以
外
の
神
職
、
岡
山
県
神
社
総
代
会
理
事
・

監
事

一
〇
、〇
〇
〇
円

神
職
の
家
族
、
神
社
庁
庁
長
が
弔
慰
の
必
要
が

あ
る
と
認
め
た
者

　
五
、〇
〇
〇
円

　
岡
山
県
神
社
庁
弔
慰
規
程
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岡
山
県
神
社
関
係
者
名
簿

�

（
平
成
二
十
二
年
七
月
発
行
）
以
後

七
月
一
日

教
化
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

�

中
山　

立
夫

七
月
一
日

岡
山
県
神
社
庁
祭
祀
委
員
会
祭
祀
顧
問

を
委
嘱
す
る

�

見
垣　

安
邦

七
月
一
日

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
委
員
長
を
委

嘱
す
る

�

笹
井　

和
男

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
副
委
員
長
を

委
嘱
す
る

�

河
本　

貞
紀

�

松
田　
　

堯

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
委
員
を
委
嘱

す
る

�

新
庄　

正
安

�

佐
々
木
講
治

�

牧　
　

博
嗣

�

戸
部　

廣
徳

�

井
上　

亮
二

�

藤
山
知
之
進

�

市
村　

正
行

�

伏
見　
　

正

�

長
江　

俊
忠

�

三
垣　
　

一

�

若
林　

一
利

�

岡
部　

典
雄

�

日
幡　

行
雄

�

日
野　

正
彦

�

小
森　

国
彦

�

三
宅　

玲
子

�

斎
藤　

黎
子

�

藤
澤　

徳
郎

九
月
四
日

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
を
委
嘱
す
る

�

佐
藤　

武
文

十
一
月
一
日

岡
山
県
神
社
庁
祭
式
助
教
を
委
嘱
す
る

�

河
野　
　

薫

�

石
村　

陽
子

�

三
宅　

玲
子

十
一
月
十
八
日

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
議
長
に
選
任

す
る

�

伏
見　
　

正

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
副
議
長
に
選

任
す
る

�

春
名　
　

明

神
社
庁
辞
令

就
任
発
令
の
部

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
兼
務
職

氏
　
名

22
・
6
・
1

岡
山
市
東
区
久
保

窪

八

幡

宮

本　

権
禰
宜

平
島　

理
之

22
・
7
・
30

倉
敷
市
福
江

木
華
佐
久
耶
比
咩
神
社

本　

権
禰
宜

三
宅　

智
子

22
・
8
・
4

岡
山
市
中
区
四
御
神

大

神

神

社

本　

宮
司

有
森　

祥
勝

22
・
8
・
4

岡
山
市
中
区
祇
園

龍
之
口
八
幡
宮

兼　

宮
司

有
森　

祥
勝

22
・
8
・
4

岡
山
市
中
区
国
府
市
場

国

長

宮

兼　

宮
司

有
森　

祥
勝

22
・
8
・
4

岡
山
市
中
区
湯
迫

日

吉

神

社

兼　

宮
司

有
森　

祥
勝

22
・
9
・
2

赤
磐
市
吉
原

大

仙

宮

兼　

特
任
宮
司

新
庄　

正
安

22
・
9
・
21

津
山
市
加
茂
町
塔
中

軒

戸

神

社

兼　

宮
司

湯
浅　

祐
次

22
・
9
・
21

津
山
市
三
浦

津

川

神

社

兼　

宮
司

湯
浅　

祐
次

22
・
9
・
21

井
原
市
美
星
町
三
山

八

幡

神

社

本　

禰
宜

藤
井　

順
介

22
・
10
・
20

岡
山
市
東
区
内
ケ
原

津

宮

八

幡

宮

兼　

宮
司

中
田　
　

保

22
・
10
・
20

井
原
市
神
代
町

金

切

神

社

本　

禰
宜

馬
越　

敏
輝

22
・
11
・
1

津
山
市
一
宮

中

山

神

社

本　

権
禰
宜

湯
浅　

迪
彦

22
・
11
・
16

倉
敷
市
児
島
稗
田
町

稗

田

八

幡

宮

本　

権
禰
宜

林　
　

仁
子

22
・
11
・
16

新
見
市
哲
西
町
矢
田

獅
子
山
八
幡
宮

本　

宮
司

難
波　

宗
隆

22
・
11
・
16

新
見
市
哲
西
町
矢
田

武

内

神

社

兼　

宮
司

難
波　

宗
隆

22
・
11
・
16

新
見
市
哲
西
町
畑
木

皇

大

神

社

兼　

宮
司

難
波　

宗
隆

22
・
11
・
16

新
見
市
哲
西
町
矢
田

獅
子
山
八
幡
宮

本　

禰
宜

難
波　

美
帆

22
・
11
・
19

総
社
市
久
米

御

﨑

神

社

本　

権
禰
宜

福
本　

里
志

退
任
発
令
の
部

年 
月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
兼
務
職

氏
　
名

22
・
6
・
1

倉
敷
市
玉
島

稲

荷

神

社

兼　

宮
司

福
田　
　

隆

22
・
8
・
31
津
山
市
一
宮

中

山

神

社

本　

禰
宜

湯
浅　

敬
弘

22
・
10
・
19

岡
山
市
東
区
内
ケ
原

津

宮

八

幡

宮

兼　

宮
司

坪
田　
　

薫

22
・
11
・
15

新
見
市
哲
西
町
矢
田

獅
子
山
八
幡
宮

本　

宮
司

難
波　

宗
朋

神

職

任

免
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年 
月 
日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

職
名

氏
　
名

現
身
分
行
年

22
・
10
・
31

岡
山
市
東
区
上
阿
知

春

日

神

社

名
誉
宮
司

屯
倉　

武
夫

二
級
上

99

神

職

帰

幽

七
月

一
日　
　
　

月
次
祭

二
日　
　
　

祭
祀
委
員
会
総
会

　
　
　
　
　

祭
儀
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
部
会

五
日　
　
　

正
副
庁
長
会

　
　
　
　
　

直
階
検
定
講
習
会
面
接

七
日　
　
　

祭
祀
舞
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修

八
日　
　
　

岡
山
八
幡
会

　
　
　
　
　

神
青
協
広
報
部
会

九
日　
　
　

県
神
社
総
代
会
監
査
会

　
　
　
　
　

県
神
社
総
代
会
役
員
会

十
三
日　
　

神
政
連
県
本
部
役
員
会

十
五
日　
　

教
化
委
員
会
総
会

十
六
日　
　

祭
儀
部
会

二
十
一
日　

神
政
連
県
本
部
代
議
員
会

二
十
二
日　

�

神
青
協
発
送
作
業
・
役
員

会

　
　
　
　
　

県
神
社
総
代
会
評
議
員
会

二
十
三
日　

雅
楽
自
主
研
修

　
　
　
　
　

特
殊
神
事
部
会

二
十
七
日　

女
子
神
職
会
役
員
会

二
十
八
日　

神
宮
奉
賛
部
会

三
十
日　
　

�
役
員
会
総
務
委
員
会
合
同

会
議

　
　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修

八
月

二
日
～
三
十
一
日

　
　
　
　
　

�

第
十
八
回
直
階
検
定
講
習

会

三
日　
　
　

祭
祀
舞
部
会

　
　
　
　
　

育
成
部
会

四
日　
　
　

正
副
庁
長
会

九
日　
　
　

神
青
協
広
報
部
会

十
一
日　
　

神
青
協
事
業
部
会

十
二
日　
　

正
副
庁
長
会

十
三
日　
　

雅
楽
部
会

庁
務
日
誌
抄

自
　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

至
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日

十
七
日　
　

役
員
会

　
　
　
　
　

身
分
選
考
表
彰
委
員
会

十
八
日　
　

神
宮
奉
賛
部
会

十
九
日　
　

監
査
会

二
十
四
日
～
二
十
六
日

　
　
　
　
　

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

二
十
七
日　

財
務
委
員
会

三
十
一
日　

階
位
検
定
委
員
会

九
月

一
日　
　
　

月
次
祭

二
日　
　
　

教
化
役
員
会

　
　
　
　
　

特
殊
神
事
部
会

　
　
　
　
　

事
業
部
会

　
　
　
　
　

神
青
協
三
役
会

三
日　
　
　

正
副
庁
長
会

六
日
～
十
日

　
　
　
　
　

地
区
中
堅
神
職
研
修
会

�

（
於
・
岡
山
県
青
年
館
）

十
日　
　
　

育
成
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
部
会

十
三
日　
　

�

女
子
神
職
会
役
員
会
・
自

主
研
修

　
　
　
　
　

財
務
委
員
会

十
四
日
～
十
五
日

　
　
　
　
　

中
国
地
区
教
化
会
議

　
　
　
　
　
（
於
・
ホ
テ
ル

�

サ
ン
ル
ー
ト
岡
山
）

十
五
日　
　

神
宮
奉
賛
部
会

十
六
日　
　

�

大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
習

礼

二
十
一
日　

大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

　
　
　
　
　

�

モ
デ
ル
支
部
神
社
庁
大
麻

頒
布
推
進
対
策
会
議

　
　
　
　
　

講
演
会

　
　
　
　
　

�「
宗
教
法
人
運
営
に
関
す

る
現
状
と
課
題
」

二
十
二
日　

祭
祀
舞
部
会

������　
　
　

神
宮
奉
賛
部
会

二
十
四
日　

役
員
会

　
　
　
　
　

身
分
選
考
表
彰
委
員
会

　
　
　
　
　

役
員
支
部
長
会

二
十
七
日　

神
青
協
祭
式
研
修
会

二
十
八
日　

事
業
部
会

　
　
　
　
　

広
報
部
会

十
月

一
日　
　
　

月
次
祭

七
日　
　
　

直
階
階
位
証
伝
達
式

十
三
日　
　

神
宮
奉
賛
部
会

二
十
日　
　

役
員
会

　
　
　
　
　

身
分
選
考
表
彰
委
員
会

二
十
二
日　

役
員
会

二
十
六
日　

�

神
青
協
三
役
会
・
発
送
作

業

　
　
　
　
　

神
青
協
役
員
会
・
総
会

二
十
七
日　

祭
祀
舞
部
会

二
十
九
日　

雅
楽
部
会

十
一
月

一
日　
　
　

月
次
祭

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

有
職
故
実
並
び
に
祭
式
研
修
会

�

（
祭
祀
委
員
会
主
管
）

�

一
、
日　
　

時　

平
成
二
十
三
年

　
　
　
　
　
　
　

三
月
二
十
五
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
　

一
日
研
修

二
、
場　
　

所　

岡
山
県
神
社
庁

三
、
研
修
内
容　

�

有
職
故
実
講
義
及
び

祭
式
実
技

四
、
受
講
料　
　

千
円
程
度

�

巡
回
神
道
講
演
会

�

講
師

　

島
根
県
神
社
庁
主
事　

錦
田　

剛
志

講
演
内
容

　

古
代
出
雲
大
社
の
祭
儀
、
建
築�

等

日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
（
月
）

◦�

新
見
支
部　

新
見
市
正
田
公
民
館

（
新
見
市
正
田
二
二
八

−

二
三
）

　

午
後
二
時
～
三
時
三
十
分

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日
（
火
）

◦�

高
梁
支
部　

有
漢
農
業
構
造
改
善
セ

神
社
庁
か
ら
の

お
知
ら
せ

五
日　
　
　

雅
楽
自
主
研
修

八
日　
　
　

事
業
部
会

九
日
～
十
日

　
　
　
　
　

�

中
国
地
区
神
社
庁
職
員
研

修�

（
於　

松
江
市
）

十
二
日　
　

祭
祀
舞
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
部
会

　
　
　
　
　

祭
儀
部
会

　
　
　
　
　

特
殊
神
事
部
会

十
六
日　
　

臨
時
協
議
員
会

　
　
　
　
　

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会

十
七
日　
　

�

神
青
協
大
麻
啓
発
活
動
準

備

十
八
日　
　

�

女
子
神
職
会
役
員
会
・
自

主
研
修

十
九
日　
　

雅
楽
自
主
研
修

二
十
四
日
～
二
十
六
日

　
　
　
　
　

伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

　
　
　
　
　

団
体
参
拝

二
十
六
日　

雅
楽
自
主
研
修

二
十
九
日　

�

教
化
委
役
員
会
・
神
宮
奉

賛
部
会
合
同
会
議

　
　
　
　
　

広
報
部
会

　
　
　
　
　

育
成
部
会

三
十
日　
　

祭
祀
舞
部
会

　

こ
れ
ま
で
、
商
業･

法
人
登
記
事
務

に
つ
い
て
は
、
岡
山
地
方
法
務
局
各
支

局
、
出
張
所
で
取
り
扱
っ
て
き
ま
し
た

が
、
倉
敷･

笠
岡･

高
梁
各
支
局
分
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
か
ら
、

ま
た
、
津
山･

真
庭･

備
前
各
支
局
、
岡

山
西
出
張
所
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
二
年
九
月
か
ら
、
岡
山
地
方
法
務
局

法
人
登
記
部
門
（
本
局
）
に
お
い
て
取

り
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一�

、
商
業･
法
人
の
登
記
申
請
は
、
岡

山
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門
に
直

接
提
出
、
ま
た
は
郵
送
で
送
付
す
る

か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請
と
な

り
ま
す
。

二�

、
商
業･

法
人
登
記
に
係
る
登
記
事

項
証
明
書
、
印
鑑
証
明
書
の
交
付
事

務
、
印
鑑
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
及
び

電
子
証
明
書
の
発
行
事
務
等
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
最
寄
り
の
支
局･

出
張
所
で
も
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
登
記
事
項
要
約
書
の
発
行
は

各
支
局･

出
張
所
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

商
業･

法
人

　
登
記
事
務
の

　
　
取
扱
庁
の
変
更

ン
タ
ー
（
高
梁
市
有
漢
町
有
漢
四
七

八
〇
）

　

午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時

◦�

井
原
支
部　

芳
井
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
（
井
原
市
芳
井
町
吉
井
四
〇
五

八

−

一
）

　

午
後
二
時
三
十
分
～
四
時�

　

神
宮
大
麻
一
千
万
家
庭
奉
斎
を
目
標

に
毎
年
、
神
社
本
庁
を
始
め
各
県
神
社

庁
、
支
部
、
神
社
に
お
い
て
増
頒
布
活

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
成
六
年

度
の
九
、
五
三
二
、
六
四
九
体
を
ピ
ー

ク
に
や
や
減
退
傾
向
に
あ
り
、
昨
年

度
は
、
八
、
九
九
五
、
九
七
九
体
と
六

年
連
続
で
九
百
万
体
を
下
回
っ
て
い
ま

す
。

　

県
教
化
委
神
宮
奉
賛
部
で
は
、
打
開

策
と
し
て
神
宮
大
麻
頒
布
Ｐ
Ｒ
の
テ
レ

ビ
Ｃ
Ｍ
を
作
成
し
、
年
末
に
放
映
致
し

ま
し
た
。
多
額
の
費
用
を
か
け
た
試
み

で
あ
っ
た
の
で
、
広
報
部
会
も
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
皆
さ
ん
に
広
報
を
行

い
、側
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
致
し
ま
し
た
。

さ
て
、
反
響
は
如
何
だ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
地
道
な
活
動
が
増
頒
布
に
繋
が
れ

ば
と
願
い
ま
す
。�

広
報
部
長　

太
田

編
集
後
記




